
エターナル会員制度概要
在籍３年以上の個人正会員・法人記名会員が会員権の譲渡または、法人記名
者変更を行う際に、終身登録会員として引き続き会員料金でプレーを継続でき
る。
または、在籍３年以上の個人正会員・法人記名会員がパートナーを終身会員に
登録することができる。※この場合も名義書換料と同等の登録料が必要。

エターナル会員制度利用には、年会費を完納されていることが条件。
登録の際、終身登録正会員と終身登録平日会員の選択が可。
この終身登録会員をエターナル会員とする。※エターナルは、「永遠の」を意味
する。

対象となる会員

終身会員
終身会員は一身専属とし、譲渡及び相続は不可。
登録後の終身正会員から終身平日会員への変更は可とする。
（平日→正は不可）
※別途登録変更料要

会則上の会員資格

＜利用例＞
①６０代の個人正会員がご子息に名義を変更したいが、ご自身もまだゴルフを楽しみたい。
　親族譲渡の名義書換料の１０万円を会員権の預託金から１０万円充当し、消費税１０，０００円のみでご子息へ
　名義変更し、ご本人はエターナル会員へ登録。
②法人記名者が６０歳の定年を迎えるが、まだゴルフを楽しみたい。
　法人記名者変更料１０万円を会員権の預託金から１０万円充当し、消費税１０，０００円のみで新記名者に変更
　し、現記名者は、エターナル会員登録。 ※預託金の充当には、名義法人の同意を要す。
③４０代の個人正会員が、定年を迎えた父親をエターナル会員に登録して一緒にゴルフを楽しみたい。
　親族登録料１０万円を現会員の預託金から１０万円を充当し、消費税１０，０００円のみで父親をエターナル会
　員に登録。

　様々な場面で、エターナル会員制度をご利用いただき、あなたのゴルフライフを更に充実させてください。
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名義書換料・登録料

名義書換料・登録料
名義書換料２００，０００円税別　　　法人記名者変更・親族譲渡１００，０００円税別
名義書換を伴わない、パートナーのエターナル会員登録料は、
第３者登録料２００，０００円税別　　　親族登録１００，０００円税別。
終身平日会員へ登録の場合は、各半額とする。
※名義書換料・登録料は、現正会員の預託金を充当することが出来る。

登録後の終身登録正会員から平日への登録変更料は、３０，０００円税別

エターナル会員の年会費
終身登録正会員　　 ：　３０，０００円税別
終身登録平日会員　：　１５，０００円税別
※初年度年会費は免除、入会後直近の３月３１日までに翌年度分を納入。
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